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士別市立病院再整備基本方針策定支援業務委託に関する 

公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 公募型プロポーザル実施の目的 

この要項は、士別市立病院再整備基本方針策定支援業務を委託するにあたり、士別市立病院

再整備基本方針策定支援業務仕様書に基づいて、事業者から企画提案を受け、最も適切な者を

当該業務の受託候補者として選定することを目的とする。 

２ 業務概要 

（１）業務名 

士別市立病院再整備基本方針策定支援業務 

（２）業務内容 

ア 士別市立病院の再整備に向けた基本方針（建て替え、大規模改修など）を策定するた

めに必要な業務。 

イ 総務省発出の令和４年４月１日付け総財準第 75号「公立病院の新設・建替等及び機

能分化・連携強化に伴う市設・設備の整備等に係る手続等について（通知）」に記載の

公立病院の新設・建替等に係る手続きのために必要な業務。 

 

その他、詳細は士別市立病院再整備基本方針策定支援業務仕様書による。 

なお、プロポーザル実施を経て優先交渉権者を決定後に仕様の最終調整を実施するも

のとする。 

（３）委託期間 

契約締結日から令和７年１２月３１日 

（４）見積上限 

９，３５０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

３ 参加者資格 

本業務に関する公募型プロポーザル参加者は、下記に掲げる要件を全て満たす法人とする。 

（１）法人格を有していること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないこと。 

（３）参加者、参加者の役員または参加者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常

習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められないこと。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされてい

る者（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律

第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者（再生手続き開始の決定

を受けている者を除く。）でないこと。 
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（５）実施要項交付開始日以降、士別市入札参加資格者指名停止基準の規定に基づく指名停

止措置を受けていないこと。 

（６）国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、都道府県、市町村が設置する病院又は

公的病院（医療法第 31 条に規定する厚生労働大臣が定める者の開設する病院をいう。）

の整備（100床以上の病院の新築又は全面改築）に関する基本構想又は基本計画に類する

計画・方針等の策定業務を、元請として受託した実績があること。 

（７）公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が認定する医業経営コンサルタントの

有資格者を統括責任者および主任担当者にあてること。 

（８）租税等に滞納がないこと。 

（９）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

（１０）本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有すること。 

４ 参加方法 

（１）スケジュール 

ア 実施要項の配布期間     令和７年３月１７日（月）から３月２７日（木） 

イ 実施要項に関する質問期間  令和７年３月１７日（月）から３月２１日（金） 

ウ 同上質問書の回答      令和７年３月２５日（火） 

エ 参加表明書提出期限     令和７年３月２７日（木） 

オ 参加表明書の審査結果通知  令和７年４月 ２日（水） 

カ 提案書類提出期限      令和７年４月１７日（木） 

キ プレゼンテーションの実施  令和７年４月２３日（水）予定 

ク 選定結果の通知       令和７年４月下旬予定 

ケ 業務委託契約        令和７年５月上旬予定 

（２）実施要項等の入手方法 

実施要項、参加表明書その他公募に係る資料・様式は、士別市立病院のホームページから

ダウンロードしてください。 

（３）参加申込み 

本業務に関する公募型プロポーザルに参加しようとする場合は、次に定めるところによ

り参加表明書等を提出してください。 

ア 公募型プロポーザル参加表明書（様式第１号） 

イ 業務実績書（様式第２号・実績を示す契約書の写しを添付すること。） 

ウ 法人登記簿謄本又は現在事項全部証明書（発行日から ３か月以内のもの。写しでも

可。） 

エ 納税証明書（写し可。参加表明書提出の前３か月以内に発行された証明書で、国税お

よび地方税の滞納がないことを示すものに限る。なお、都道府県税については、当該業
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務を主に担当する事業所が属する都道府県のものを提出すること。） 

オ 業務実施体制・配置予定者調書（様式第３号） 

カ 誓約書（様式第４号） 

（４）提出方法 

「公募型プロポーザル参加表明書」と明記した封筒に前号の書類を同封し、持参又は郵送

してください（郵送の場合は書留郵便とし、提出期限必着とする。）。 

（５）提出先 

〒095-0048 士別市東 11条５丁目 3029番地１ 士別市立病院経営管理部総務課 

（６）提出部数 

各１部 

（７）提出期限 

令和７年３月２７日（木）午後４時必着 

（受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後４時まで） 

（８）参加者の決定 

本業務に係る企画提案への参加者は、提出書類に基づき参加資格の確認を行い、審査結果

を、令和７年４月２日（水）までに通知します。 

参加資格がないと認められた者は、その理由について通知を受けた日の翌日から起算し

て５日（土、日、祝日を除く。）以内に書面により説明を求めることができます。 

当院は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10日以内に書面により回

答するものとします。期限後の質問はお受けいたしません。 

５ 本件に関する質疑 

（１）本件に関する質疑については、公募型プロポーザル質問書（様式第５号）により受け付け

る。 

（２）受付期間は、令和７年３月２１日（金）午後４時必着とし、提出方法は、電子メール（メー

ルアドレスは１０を参照）とする。 

（３）受け付けた質疑に対しては、令和７年３月２５日（火）までに当院ホームページへの掲載

をもって回答とする。 

６ 提案書類の作成及び提出 

企画提案への参加決定の通知を受けた事業者は、提案書（様式第６号）及び参考見積書（様式

第７号）を作成し、提出すること。 

（１）提案内容 

別紙１「提案課題」による。 

（２）提出部数 

正本１部、副本８部（副本はコピーで可） 
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（３）提出方法 

「公募型プロポーザル提案書類」と明記した封筒に前号の書類を同封し、持参又は郵

送による。（郵送の場合は書留郵便とし、提出期限必着とする。） 

（４）提出先 

〒095-0048 士別市東 11条５丁目 3029番地１ 士別市立病院経営管理部総務課 

（５）提出期限 

令和７年４月１７日（木）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から

午後４時まで 

（６）その他 

提案資料は、Ａ４判（折込み可）、横書き、左綴り、両面印刷 20ページ以内とし、ペ

ージ番号を付すこと。文字は 12ポイント以上を基本とする。 

７ 優先交渉権者の選定 

提案者のプレゼンテーション及びヒアリングに基づき、士別市立病院再整備基本方針策定支

援業務委託公募型プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）において、総合的に評価・

採点し、最高点を得た参加者を優先交渉権者として選定する。 

（１）プレゼンテーション及びヒアリング 

ア 実施予定日時・場所 

令和７年４月２３日（水）（予定）士別市立病院 ２階会議室 

※詳細については、別途通知する。 

イ 出席者 

４名以内（統括責任者および主任担当者を含む。） 

ウ 説明時間 

２０分以内（ヒアリングの時間は除く。） 

エ その他 

提案内容は提案書に基づくものとするが、提案書概要版およびプロジェクター

による説明は認める。なお、プロジェクター、スクリーン等は病院側で準備する

が、パソコン等は提案者側で準備すること。 

（２）評価 

委員会では、別紙２「評価基準」により評価するものとする。 

（３）最高点が同点の場合は、参考見積書の金額の低い者を優先交渉権者とする。 

さらに参考見積書の金額が同額である場合は、くじ引きとする。 

（４）最高点を得た提案者が辞退した場合は、次点の提案者を優先交渉権者とする。 

（５）選定結果は、企画提案書を提出した者に対し、書面により結果を通知するとともに、士

別市立病院のホームページにおいて公表する。 



5 

 

公表事項は、優先交渉権者の名称とする。 

（６）評価結果に対する一切の異議申立ては、受け付けない。 

８ 契約の締結 

審査結果通知後、優先交渉権者と契約締結の交渉を行うこととする。 

なお、審査結果通知日から３０日以内に契約交渉が整わないときは、次点に選定された者と

改めて契約交渉を行うこととする。 

９ その他 

（１）公募型プロポーザルの参加に係る一切の経費は、参加者の負担とする。 

（２）提出された書類は、返却しない。 

（３）企画提案資料の受理後の差し替えおよび追加・削除は、原則として認めない。 

（４）提出書類は、受託可能な事業者を選定するための資料であり、無断で公募型プロポーザ

ル以外の目的に使用しない。ただし、本提案に係る情報公開請求があった場合は、士別市

情報公開条例に基づき、提出書類を公開することがある。 

１０ 本件に関する問い合わせ先 

〒095-0048 士別市東 11条５丁目 3029番地１ 士別市立病院経営管理部総務課 

電話 ０１６５－２３－２１６６（内線２３３６） 

Ｅメールアドレス byouinsohmuka@city.shibetsu.lg.jp 

  

http://#
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（別紙１） 

 

士別市立病院再整備基本方針策定支援業務委託に関する公募型プロポーザル提案課題 

 

提案課題１ 

病院整備の基本方針（建替え・大規模改修など）の検討作業をどのように進めていくのかに

ついて、考え方、手法等を示してください。 

提案課題２ 

病院の規模（病床数・機能など）の検討作業をどのように進めていくのかについて、考え方、

手法等を示してください。 

提案課題３ 

基本方針の策定にあたり、財源の確保や建築費の高騰への対応など、どのような手法により

事業の実効性を担保していくか、その考え方を示してください。 

提案課題４ 

士別市まちづくり総合計画（2026～2033年度）の策定により、令和７年 10月までの整備方針

の決定を要するが、その意思決定をどのような手法・スケジュールで行うか、その考えを示し

てください。 

提案課題５（フリー提案） 

病院の基本方針を策定するにあたり、特に検討を要する重要な課題について一つだけ抽出し、

それを課題として抽出した理由とその課題解決のための検討作業をどのように進めていくのか

について、考え方、手法等を記入してください（他の提案課題は除く。）。 
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（別紙２） 

評価基準 

 

評

価

項

目 

評価の視点 

評価及び評価点数 

極めて 

良好 
良好 普通 

やや 

不十分 
不十分 

Ａ

業

務

実

績 

同規模以上の病院に係る業務実績 10 8 6 4 2 

Ａ 小計 （１０点満点） 

Ｂ

業

務

実

施

体

制 

実績内容及び携わった立場を総合的に判断 10 8 6 4 2 

 Ｂ 小計 （１０点満点） 

Ｃ

企

画

提

案 

課

題

１ 

・わかりやすい提案書であるか 

・提案内容は妥当か 

・業務の目的、内容を理解して提案しているか 

・提案された作業手法は合理的で適切か 

など 

10 8 6 4 2 

課

題

２ 

10 8 6 4 2 

課

題

３ 

10 8 6 4 2 

課

題

４ 

10 8 6 4 2 

課

題

５ 

10 8 6 4 2 

Ｃ 小計 （５０点満点） 

Ｄ

ヒ

ア

リ

ン

グ 

取

組

意

欲 

本業務に取り組む姿勢を評価 10 8 6 4 2 

応

答

能

力 

プレゼンテーション能力及び質問に対する応

答能力を評価 
10 8 6 4 2 

Ｄ 小計 （２０点満点） 

Ｅ

業

務

見

積 

業務コストの妥当性 10 8 6 4 2 

Ｅ 小計 （１０点満点） 

合計 （１００点満点） 


